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『年金記録問題』『ねんきん特別便』をめぐる状況

◆全受給者・加入者 9,500 万人に発送開始 

４月２日から、記録漏れの可能性が高い人以外の全受給者・加

入者計 9,500 万人に向けて「ねんきん特別便」の発送が始まり

ました。６月以降には事業所経由での送付も予定されています。

社会保険庁でも、社会保険事務所における休日の相談日を増やす

などして、相談体制を強化する方針を明らかにしています。 

◆民主党が「ヒント付き特別便」の独自法案提出へ 

しかし、社会保険庁の発表によれば、これまでに「特別便」を

送付した受給者の約４割に相当する約 90 万人が未回答であり、

回答した約 141 万人のうち約 103 万人は「訂正なし」と答え

ていますが、実際には記録漏れの事例が相当数あるそうです（３

月 18 日現在）。「特別便」を受け取っても、「具体的な情報が載

っていないのでわかりにくい」「昔のことで思い出せない」とい

う人が多いようです。 

民主党では、「特別便」が届いても記録漏れに気付かないとみ

られる人（３月末までに特別便が届いた記録漏れの可能性が高い

年金受給者・現役加入者のうち記録を訂正した人を除く）を対象

に、記録漏れがあるとみられる記録やヒントを同封して「特別便」

を再送する独自の法案（ねんきん特別便緊急支援法案）を今国会

に提出する方針を示しています。 

◆物証があれば社会保険事務所でも審査 

またこれまで、自分の記録に誤り等があると思う人は、「年金

記録確認第三者委員会」に申し出る必要がありましたが、家計簿

や確定申告書のコピーなど、保険料を納付していた物的証拠があ

ることで判断しやすい案件については、社会保険事務所に申し出

て年金支給の是非を審査してもらえるようになりました。 

審査が進まない「年金記録確認第三者委員会」の審査を省略し

て記録回復のペースを上げるのがねらいだそうです。 

 また、厚生労働省は、国民年金加入者が満額の受給額を確保し

た後も保険料を払い続けてしまった分について、返還する制度の

創設も検討しているようです。 

 処分決定前の自宅謹慎期間を無給扱いに

できるか？ 

◆重要情報を他社へ漏洩！ 

ある会社の社員が会社の重要情報を他社へ漏らしてし

まい、処分決定まで自宅謹慎するように会社から命じられ

ました。1 週間の謹慎後、減給処分となりましたが、会社

は「謹慎中は無給」と言い渡しました。就業規則には謹慎

に関する規定は特になく、社員は納得できない様子です。

◆規定がなくても謹慎処分に付すことは可能 

社員の行為が就業規則で定めた懲戒事由に該当する場

合、会社は処分内容を決定します。処分決定をする前の段

階として「自宅謹慎」や「自宅待機」を命じることがあり

ますが、就業規則にこれらの扱いに関する規定がない場

合、そのような謹慎・待機命令を下せるのかという問題が

生じます。 

大企業に比べ中小企業では、就業規則に謹慎に関する扱

いを明記していないところが多いかもしれません。結論か

ら言うと、そのような規定がなくても、処分決定前の自宅

謹慎を命じることは、会社の指揮命令権の一環である業務

命令として可能です。 

会社の業務命令として自宅謹慎を命じた場合、社員が

「働きたい」と言っても会社はこれを拒否することができ

ます。会社には社員の行為が懲戒事由に当たるのか調査す

る必要があり、職場秩序を維持するためであれば当該社員
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に自宅謹慎を命じることもやむを得ないと認められるため

です。 

◆「謹慎」の付与名目によって異なる賃金支払義務 

処分決定前に自宅謹慎を命じる場合の扱いをめぐる裁判

には、「懲戒処分ではなくても、会社側に職場秩序維持の理

由などがある場合」に謹慎を命じることができるとしたも

のの、このような場合の自宅謹慎は当面の職場秩序維持の

観点からとられる一種の職務命令であることから、使用者

には謹慎期間中の賃金の支払義務があると判断したものが

あります（日通名古屋製鉄作業事件・平成３年７月 22 日

名古屋地裁判決）。 

他方、謹慎命令が、懲戒規定に基づいた「処分」として

出されたものならば、謹慎期間中は無給でもよいとされて

います。例えば、調査のために 1 週間休むように命じた後、

懲戒処分として再び 1 週間休むように命じた場合、後者の

期間は無給となります。 

しかし、処分対象の社員に会社内で強い権限があれば、

安易に証拠をもみ消すことができるおそれもあります。前

述の名古屋地裁判決は、このような場合には「不正行為の

再発、証拠隠滅のおそれなどの緊急かつ合理的な理由」が

あるとして、例外的に処分決定前の謹慎でも無給にできる

と判断しています。ただし、この要件は厳格で、該当する

ケースはかなり限られます。 

◆この問題に関するポイントは？ 

 ポイントは次の通りです。 

１．規定がなくても、会社は業務命令として自宅謹慎を命

じることができる。 

２．自宅謹慎が懲戒処分として会社が命じたものである場

合は、当該期間は無給でよい。 

保護される企業の「営業秘密」の範囲が拡大

する可能性 

 

◆現在の「営業秘密」事情 

不正競争防止法では、従業員が営業秘密を故意に漏らした場

合などに刑事罰を科すことができるほか、被害を受けた企業が

損害賠償や差止請求をできるとしています。保護の対象になる

営業秘密については、経済産業省の「営業秘密管理指針」で定

義された、以下の３つの要件を満たす必要があるとされていま

す。 

（１）機密管理性：施錠保管するなど秘密として管理している

（２）有用性：事業に有用な技術・営業上の情報である 

（３）非公知性：公然と知られていない 

法律だけでは営業秘密として保護される情報の範囲がはっき

りしないため、2003 年に、営業秘密と認められるのに必要な

企業の管理手法などを例示した指針がつくられました。この指

針では、営業秘密の「望ましい管理水準」として、情報へのア

クセス制限や特定の管理者による施錠、パソコン保管時のパス

ワード管理などが列挙されています。 

指針に法的拘束力はありませんが、秘密漏洩事件に関する裁

判では、企業が指針に基づいた管理をしていたかどうかが、営

業秘密と認定されるための重要な判断材料となります。指針に

沿った管理をしていなかったため、漏れた情報が営業秘密と認

められなかった例も多くあります。 

◆見直しの内容 

今回の見直しでは、企業側からの「これまでの指針は一律に

高い管理水準を求めすぎている」との批判を受け、業種や企業

規模に応じた弾力的な基準に改めることが検討されています。

具体的には、商品の研究開発や試験に長い時間がかかり、開

発に失敗するリスクも高く、情報を幅広く企業秘密として認め

て保護しなければ研究開発意欲をそぐおそれのあるバイオテク

ノロジー・医療分野などでは管理水準が下げられます。 

また、中小零細企業も緩和の対象となる見通しです。特に中

小企業などから不満の大きかった、管理の際の施錠やパスワー

ド設定、社内での独立した秘密管理部署の設置などについては、

削除したり条件を付けたりするなどして管理水準を緩和するこ

とが検討されています。 

こうした見直しにより、従来よりも幅広い範囲の企業情報が営

業秘密として保護される効果が期待されていますが、一方で、

他社の企業情報等について、これまで以上に慎重に取り扱う必

要が出てくるかもしれません。 

◆年内にも指針を抜本的に見直し 

経済産業省は、法律で保護する企業の「営業秘密」の

管理手法の目安を示す指針を抜本的に見直し、年内にも

改定する方針です。この見直しにより、これまでよりも

幅広い範囲の情報が営業秘密として認められる可能性が

あります。 

 


